
入札公告  

 

委託業務について，次のとおり公募型指名競争入札を行いますので，地方独立行政法人

京都市立病院機構契約事務規程第２２条において準用する同規程第４条第１項の規定に基

づき，次のとおり公告します。 

 

平成２７年１月６日 

地方独立行政法人京都市立病院機構理事長 内藤 和世  

 

 

１ 入札に付する事項  

(1) 案件名称 

京都市立病院に係る電力の供給  

(2) 履行場所  

仕様書のとおり 

(3) 履行期限  

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 

(4) 契約条件 

   仕様書のとおり 

(5)  契約方式 

      単価契約 

(6) 入札方法   

入札は，入札者（代理人を含む。）による入札書の直接提出により行うものとし，

郵送等による入札は認めないものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 京都市の指名競争入札有資格者名簿（物品関係）に搭載されていること。  

(2) 公告の日から入札の日において，競争入札参加資格停止を受け，その期間中でないこ

と。 

(3) 電気事業法第３条第１項の規程により一般電気事業の許可を受けている者（以下「一

般電気事業者」という。）又は同法第１６条の２第１項の規定により特定規模電気事業

の届出をした者（以下「特定規模電気事業者」という。）  

(4) 特定規模電気事業者にあっては，入札に参加しようとする需要施設に要する予定使用

電力量の供給に十分な電源を確保していること。 



なお，今回の電力調達に係る入札では，他の電気事業者から必要な電力の一部を購入

することもできるものとする。 

(5) 入札に参加しようとする電気事業者が，供給約款を定めている場合にあってはその供

給約款が，供給約款を定めていない場合にあっては電力の供給条件が，一般電気事業 

者が電気事業法第１９条第１項の規定により経済産業大臣の認可を受けた供給約款に 

準じた内容のものであること。 

 

３ 入札手続き  

(1) 入札参加申込書の提出  

入札に参加しようとする者は，あらかじめ入札参加申込書の交付を受けること。  

(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認申請 

入札に参加しようとする者は，上記入札に参加する者に必要な資格を有することを

証する書類を期日までに提出すること。審査結果については，口頭により通知するも

のとする。 

(3)  指名競争入札通知書及び入札書の交付 

入札に参加する者に必要な資格の審査の結果，申請者に指名競争入札参加資格があ

るものと認められるときは，指名競争入札通知書及び入札書を交付する。 

(4) 入札参加申込書の交付及び提出期間  

公告の日から平成２７年１月１６日（金）午後５時までとする。 

なお，受付時間は土，日及び休日（国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

以下同じ。）を除く日の午前９時から午後５時まで（ただし，正午から午後１時まで

を除く。）とする。 

(5) 入札に参加する者に必要な資格の申請書類の提出期間  

公告の日から平成２７年１月１６日（金）午後５時までとする。 

なお，受付時間は土，日及び休日を除く日の午前９時から午後５時まで（ただし，

正午から午後１時までを除く。）とする。 

(6) 入札参加申込書の交付及び提出並びに入札に参加する者に必要な資格の申請書類の提

出場所  

京都市中京区壬生東高田町１番地の２  

地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院事務局整備運営課施設係  

（電話 ０７５－３１１－５３１１ 内線２５６４） 

  

４ 入札及び開札の日時，場所等  

(1) 日時  

平成２７年１月３０日（金）午前１１時００分  

(2) 場所  



京都市中京区壬生東高田町１番地の２  

地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院本館５階会議室  

(3) 入札及び開札方法  

   入札書及び契約単価兼積算内訳表は封筒に入れ，封印して持参すること。入札終了

後，直ちに開札を行い，落札予定者を決定することとする。 

 

５ 入札予定価格  

金２４３，５２４，０１０円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

契約の締結は単価契約により行うので，入札に当たっては，基本料金，月ごとの電

力量料金などの契約単価を設定することを条件とする。 

落札の決定は，上記契約単価に基づき，仕様書の電力使用計画及び電気使用計画書

の数値を用いて作成された積算内訳表にて算定された，契約期間に係る電気料金の総

額の比較によって行う。 

なお，この電気料金の総額には，電力の供給に必要な一切の諸費用を含めるものと

する。ただし，燃料調整単価，再生可能エネルギー発電促進賦課金（太陽光発電促進

付加金を含む。）及びアンシラリーサービス料金については，含めないものとする。 

入札金額は，消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず，契約（供給）期間に係る総額として見積もった契約希望金額の１０８分の１０

０に相当する金額を入札書に記入すること。  

６ 落札決定日 

落札決定日は，平成２７年２月６日（金）とする。落札者に対しては，落札した旨

を落札決定日に電話にて通知する。落札者以外の入札参加者に対しては，落札決定日

の翌日から５日（日数の計算に当たっては，土，日，祝祭日を除く。）以内に請求が

あった場合に限り，落札結果を口頭により通知する。落札者とならなかった者は，落

札決定日の翌日から５日（日数の計算に当たっては，土，日，祝祭日を除く。）以内

に，その理由について説明を求めることができる。回答は，口頭により行う。 

７ 予算不成立の場合の無効 

   本件調達に係る予算が成立しなかったときは，この公告は無効とする。この場合に

おいて，本件調達のために作った準備行為等に係る費用が既に発生していても，契約

者は，その費用を地方独立行政法人京都市立病院機構に請求することはできない。 

 

８ その他  

(1) 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ，かつ，最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者予定者とする。  

(2) 落札者が特定規模電気事業者の場合にあっては，京都市内を管轄する一般電気事業者

等と接続供給契約を締結することが契約条件となる。 



(3) 通信工事が契約開始までに完了しない場合，通信工事が完了するまでの間については，

同時同量データを運用できない恐れがあるので，暫定運用が供給開始の条件となる。 

(4) 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書や，入札者に求められる義務

を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 
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地方独立行政法人京都市立病院機構 

 

 

京都市立病院機構理念 

○ 市民のいのちと健康を守ります。 

○ 患者中心の最適な医療を提供します。 

○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。 

 

京都市立病院憲章 

◯ 質の高い安全な医療を提供するとともに，地域の医療水準の向上に貢

献します。 

◯ 患者の権利と尊厳を尊重し，心のこもった医療を提供します。 

◯ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに，地域住

民の健康の維持・増進に貢献します。 

◯ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め，健全な病

院経営に努めます。 

◯ 職員の育成に努め，職員が自信と誇りを持ち，全力で医療に従事でき

る職場環境を作ります。 
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第１ 総則 

 

１ 趣旨 

 本仕様書は，地方独立行政法人京都市立病院機構（以下，法人という。）が運営する京都

市立病院に係る電力供給の契約に基づく仕様書である。 

 

２ 用語の定義 

（１）需要施設とは，当該契約における電力供給場所である京都市立病院をいう。 

（２）供給者とは，当該契約における需要施設へ電力の供給を行う者をいい，法人と電力供給

契約を締結する，電気事業法第２条第２項に定義される一般電気事業者，若しくは第２条

第８項に定義される特定規模電気事業者をいう。 

（３）託送者とは，供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための，供給者と需要施設

の間の電線路（送電線，配電線，変電所など）を維持し，及び運用する電気事業法第２条

第２項に定義される一般電気事業者をいう。 

（４）電力会社とは，供給者，託送者のいずれか，または両者をいう。 

（５）電気主任技術者とは，電気事業法第４３条に基づき選任された主任技術者をいい，当該

契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省近畿経済産業局長に届出されてい

る電気主任技術者をいう。 

（６）監督職員とは，地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第４０条に規定する職

員をいい，この契約において京都市立病院事務局整備運営課に所属する職員をいう。 

 

 

第２ 仕様概要等 

 当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。 

 

１ 需要施設概要 

（１）対象建物     京都市立病院 

（２）需要場所     京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 

（３）業種及び用途   病院  

 

２ 供給電力の仕様 

（１）電気方式，標準電圧，標準周波数，受電方式等 
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ア 電気方式             交流３相３線式 

イ 標準電圧             ２０，０００Ｖ 

ウ 計量電圧             ２０，０００Ｖ 

エ 標準周波数            ６０Ｈｚ 

オ 受電方式             ２回線受電 

カ アンシラリーサービス料金対象容量 ０ｋＷ（なし） 

キ 蓄熱設備 

（ア）ヒートポンプ式給湯器     交流３相 ３線式 ２００Ｖ 

（イ）蓄熱設備容量           ７５．９ｋVA（消費電力１１．７kW １０台） 

（ウ）蓄熱設備計量方式および計量電圧  交流３相 ３線式 ２００V 

（２）契約電力，予定使用電力量 

ア 契約電力（契約上使用できる最大電力をいい，３０分最大需要電力計により計量され

る値が原則としてこれを超えないものとする。） 

（ア）契約電力（常時電力）               ３，０００ｋＷ 

（イ）契約電力（予備電力）               ３，０００ｋＷ 

（常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため，常時供

給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で，予備電線路により受電する。） 

イ 予定使用電力量              １２，５３６，１０９ｋＷｈ 

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの使用量見込み） 

（ア）各月の電力使用計画，および年間予定使用電力量 

（月間最大需要電力，月間使用電力量，蓄熱電力量，年間使用電力量）  別表１の

とおり 

（イ）各月基準日(最大電力量計測日)の時間別需要電力量    別表２のとおり 

（ウ）年間の電気使用計画書 

（月別の平日，休日，各種時間帯の使用電力量）      別表３のとおり 

（３）契約期間  平成２７年４月１日０時から平成２８年３月３１日２４時まで 

（４）需給地点 

 需要場所における法人所有特高変電所内の託送者の地中引込線立上り電纜終端箱（２箇

所） 

（５）電気工作物の財産分界点 

 需給地点に同じとする。ただし，取引用計量装置は供給者の所有とする。 

（６）保安上の責任分界点 
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 需給地点に同じとする。ただし，取引用計量装置は供給者の責任とする。 

 

３ 使用料 

 供給者が託送者に送電を委託する場合，これに係る費用も本契約の単価に含まれるものと

する。代金の算定は以下によることとし，支払は１箇月単位とする。 

（１）検針日及び計量 

 検針日は毎月１日とし，前月１箇月分の使用量等を一括して検針するものとする。１日

に検針を行うことができない場合は，翌日以降に行うものとする。 

 計量は電力会社が設置する計量装置により記録された値によるものとする。 

（２）代金の算定期間 

 代金の算定期間は，毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

（３）料金制度 

ア 料金制度は，基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など供給者にて設定すること

ができるものとする。 

イ 供給者は契約期間において，その月の力率により料金の割引又は割増を行うことがで

きるものとする。 

ウ 供給者は契約期間において，原油価格の変動により発電費用が変更となった場合は，

その変動額に応じた料金の割引又は割増（燃料費調整単価）を行うことができるものと

する。 

（４）力率 

ア 力率の算定は，その月の午前８時から午後１０時までの時間における平均力率とする。

単位は％とし，小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が進み力率となる場合に

は，その瞬間力率は１００％とする。） 

イ 平均力率の算定式は次のとおりとする。 

    平均力率 ＝ 有効電力量 ／ √（(有効電力量)２＋(無効電力量)２） 

ウ 契約期間における当該施設の予定平均力率は，１００％とする。 

 

３ 一般事項 

（１）注記事項 

ア 供給者は，仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては，監督職員と協

議する。 

イ 供給者は，仕様書によることが困難又は不都合な場合は，監督職員と協議する。 
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ウ 供給者は，当該契約内容を変更しようとする場合は，監督職員と協議のうえ，その承

諾を得る。 

エ 供給者は，別契約の関係業務について監督職員の指示により，当該関係者と協力し業

務の円滑な進捗を図る。 

オ 供給者は，当該契約に関する業務に伴い，廃材，塵，配線屑等が発生した場合は，そ

のすべてを構外に搬出し，関係法令などに従い適切に処理する。 

（２）連絡体制 

 供給者は，当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後，監

督職員に提出すること。 

ア 緊急時の連絡体制および作業体制表 

イ 当該契約担当者名，組織図および連絡先 

ウ 協議窓口の所在地 

（３）報告 

 供給者は，計量装置の検針結果をその都度，監督職員に報告する。また，当該契約にか

かわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督職員に報告し，その指示を受

けて調整を行う。なお，報告は監督職員の承諾を受けた場合を除き，原則として書面にて

行う。 

 なお，計量装置による毎月の検針結果の報告については，料金の請求とは別に，当該月

における使用電力量，最大需要電力，有効電力量，無効電力量及び平均力率について書面

もしくは電子データ（Microsoft Excelにて読み込み可能なデータ形式とする。以下同

じ。）にて，毎日毎時における使用電力量及び最大需要電力については，書面および電子

データにて翌月の初旬に電気主任技術者もしくは監督職員に報告するものとする。 

 

４ その他 

（１）契約電力の変更 

 契約期間における使用電力量の変動に伴う契約電力の変更は，その値，契約条件を含め

監督職員，電気主任技術者および供給者による協議で決定するものとする。 

（２）設備の状況および変更等 

 当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については，監督職員，

電気主任技術者，供給者および託送者の４者によることとし，その決定については４者の

合意によるものとする。 

（３）負担金等 
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 供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担について

は，原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。 

 また，需要施設の工事，保守点検作業，並びに不慮の事故等に伴う託送者の区分開閉器

操作等，電力会社の作業に係る費用は，すべて供給者の負担とする。 

（４）取引用計量装置 

 最大電力および使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器，積算電力量計，

遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む）の設置，取り替え，移設，

並びに撤去の必要が生じた場合には，その作業及び費用負担は法人の責に帰すべき事由に

よる場合を除き原則として供給者が行うものとし，その機器類についての保安上の責任は

すべて供給者とする。ただし，設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。 

 また，遠隔検針の通信に係る一切の費用についても，すべて供給者の負担とする。 

（５）送電の停止 

 供給者は，電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停

止する必要が生じた場合には，事前に監督職員，電気主任技術者と充分な協議を行い，監

督職員の承諾を得るものとする。 

 また，電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への送電停止の際には，供給者

は速やかに監督職員，電気主任技術者へその原因，状況，復旧予定などの関連情報を連絡

すること。 

（６）緊急時の対応 

 事故等による送電停止などの緊急時には，監督職員，電気主任技術者から供給者に確実

に連絡がとれ，現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。 

 また，災害等による送電停止時には，前述の体制で監督職員，電気主任技術者，託送者

と協議のうえ，復旧作業に協力を行うこと。 

（７）協議窓口 

 当該契約期間中における法人と供給者との契約条件，契約内容変更，需要施設の設備の

変更等に伴う協議窓口は，原則として京都市内とする。 

 ただし，監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

５ 特記事項等 

（１）負荷軽減(休業)日等 

ア 本施設は病院としての外来診療部門，入院部門を持つ。 

イ 外来診療（救命救急を除く），検査部分は土，日曜日，祝祭日及び年末，年始（１２月



 

＜７＞ 

２９日～１月３日）は原則として休業している。 

（２）最大電力および使用電力量の増減予定 

ア 当該契約期間内において，負荷の増設，撤去，廃止等，最大電力および使用電力量が

大幅に増減する予定はない。  

イ 前年度に比べて当該契約期間に負荷が大きく変動する予定，要素はない。 

（３）施設の停電作業予定  

  自家用電気工作物の年次精密点検のため，毎年１回（１日間），９時頃から１６時頃

までの間で，特別高圧受電設備の停電を行う。点検作業は，午前午後に分けて託送者の

本線と予備線を交互に送電停止し（切り替え時は２回線同時受電とする。），特別高圧

部分のみの部分停電を行い，高圧部分，低圧部分については無停電で実施する。 

  作業は毎年１１月上旬頃の日曜日を予定している。  

 

 

以上 

 



別表１

平成26年度　各月の電力使用計画

（平成26年実績より）

月 月間最大需要電力［kW］ 月間使用電力量［kWh］
蓄熱に係る電力量［kWh］

（夜間時間）

4 2,026 963,340 22,462

5 2,018 954,202 18,892

6 2,174 995,145 15,486

7 2,446 1,149,589 14,280

8 2,402 1,172,953 13,063

9 2,228 1,004,630 11,836

10 2,018 992,095 15,959

11 1,980 946,684 21,990

12 2,222 1,121,181 29,254

1 2,372 1,151,973 33,941

2 2,200 1,026,688 29,494

3 2,200 1,057,629 28,886

年間最大需要電力（kW） 2,446

使用電力量合計（kWh） 12,536,109

蓄熱に係る電力量合計（kWh） 255,542

（注）過去の実績(平成25年12月から平成26年11月まで)からの予測値を示す。

      夜間時間　　午後10時から翌日の午前8時までの時間とする。
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別表１参考図① 平成26年度 各月の最大需要電力
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別表１参考図② 平成26年度 各月の使用電力量



別表２

平成26年度　各月基準日（最大電力量計測日）の需要電力量（kWh）
（平成26年実績より）

月       日

時刻 4月7日 5月7日 6月9日 7月9日 8月5日 9月5日 10月6日 11月14日 12月17日 1月28日 2月14日 3月6日

1 951 866 936 1,198 1,186 1,048 984 1,030 1,083 1,138 1,113 1,072

2 966 899 930 1,153 1,188 1,037 984 1,022 1,083 1,132 1,108 1,077

3 966 857 922 1,150 1,165 1,023 984 1,024 1,108 1,127 1,103 1,033

4 991 899 964 1,178 1,181 1,003 991 1,029 1,004 1,146 1,081 1,117

5 1,063 970 984 1,210 1,231 1,038 949 972 1,056 1,211 1,070 1,080

6 1,001 955 1,019 1,266 1,282 1,140 1,009 1,007 1,003 1,096 1,114 1,076

7 1,199 1,104 1,137 1,431 1,459 1,309 1,125 1,125 1,222 1,285 1,270 1,208

8 1,645 1,337 1,376 1,663 1,713 1,627 1,497 1,494 1,682 1,843 1,737 1,646

9 1,871 1,672 1,735 2,190 2,061 1,943 1,773 1,775 1,992 2,182 2,164 2,030

10 1,998 1,781 1,907 2,387 2,224 2,070 1,876 1,843 2,185 2,313 2,286 2,151

11 1,979 1,800 2,084 2,406 2,299 2,175 1,912 1,913 2,131 2,231 2,242 2,190

12 1,899 1,731 2,066 2,381 2,323 2,119 1,813 1,841 2,187 2,217 2,333 2,102

13 1,907 1,680 2,009 2,315 2,250 2,127 1,827 1,786 2,042 2,072 2,193 2,093

14 1,883 1,733 2,157 2,380 2,306 2,172 1,800 1,848 2,134 2,130 2,314 2,133

15 1,845 1,855 2,119 2,324 2,264 2,141 1,810 1,801 2,044 2,074 2,167 2,175

16 1,847 1,694 2,057 2,207 2,350 2,222 1,986 1,820 2,064 2,112 2,200 2,122

17 1,805 1,651 2,070 2,184 2,226 2,151 1,901 1,764 2,067 2,045 2,149 2,073

18 1,704 1,570 1,813 2,057 2,084 1,962 1,660 1,695 1,923 1,968 1,974 1,949

19 1,574 1,409 1,544 1,736 1,920 1,725 1,425 1,517 1,743 1,702 1,800 1,817

20 1,579 1,398 1,540 1,699 1,848 1,736 1,392 1,540 1,650 1,729 1,760 1,739

21 1,429 1,283 1,407 1,576 1,703 1,562 1,308 1,453 1,574 1,515 1,659 1,721

22 1,149 1,079 1,119 1,264 1,350 1,267 1,144 1,110 1,146 1,241 1,316 1,252

23 1,073 1,032 1,061 1,190 1,179 1,093 1,007 1,025 1,085 1,187 1,222 1,171

24 1,026 1,003 1,091 1,190 1,171 1,063 941 1,020 1,094 1,122 1,154 1,144

合計 35,350 32,258 36,047 41,735 41,963 38,753 34,098 34,454 38,302 39,818 40,529 39,171

（注）過去の実績(平成25年12月から平成26年11月まで)からの予測値を示す。
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別表２参考図 平成26年度 各月基準日のロードカーブ
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別表３

年間の電気使用計画書
（平成26年実績より）

月 最大電力 月 使用電力量　［kWh］

［kW］ 平日 休日 昼間 夜間 重負荷時間 昼間時間 夜間時間 合計

4 2,026 4 789,067 174,273 656,345 306,995 0 542,425 420,915 963,340

5 2,018 5 699,629 254,573 646,008 308,194 0 479,696 474,506 954,202

6 2,174 6 850,384 144,761 682,038 313,107 0 588,403 406,742 995,145

7 2,446 7 990,387 159,202 796,008 353,581 379,804 312,076 457,709 1,149,589

8 2,402 8 1,007,173 165,780 800,779 372,174 377,376 315,250 480,327 1,172,953

9 2,228 9 828,678 175,952 687,861 316,769 312,890 259,909 431,831 1,004,630

10 2,018 10 852,604 139,491 672,251 319,844 0 583,151 408,944 992,095

11 1,980 11 752,401 194,283 634,480 312,204 0 510,742 435,942 946,684

12 2,222 12 724,549 396,632 765,994 355,187 0 594,979 526,202 1,121,181

1 2,372 1 787,164 364,809 786,939 365,034 0 614,731 537,242 1,151,973

2 2,200 2 730,504 296,184 700,520 326,168 0 595,803 430,885 1,026,688

3 2,200 3 721,440 336,189 717,834 339,795 0 601,473 456,156 1,057,629

最大 2,446 計 9,733,980 2,802,129 8,547,057 3,989,052 1,070,070 5,998,638 5,467,401 12,536,109

＜注記＞表中の語句については以下のとおりとする。

「平日」 「休日」を除く日とする。

「休日」 日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，4月30日，5月1日，5月2日，

12月30日，12月31日とする。

「昼間」 毎日の午前8時から午後10時までの時間とする。

「夜間」 「昼間」以外の時間とする。

「重負荷時間」 毎年7月1日から9月30日までの期間の毎日午前10時から午後5時までの時間とする。ただし，日曜日，「国民の祝日

に関する法律」に規定する休日の該当する時間を除く。

「昼間時間」 毎日午前8時から午後10時までの時間とする。ただし，「重負荷時間」および日曜日，「国民の祝日に関する法律」

に規定する休日，1月2日，1月3日，4月30日，5月1日，5月2日，12月30日，12月31日の該当する時間を除く。

「夜間時間」 「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間とする。



入札参加申込書  

平成  年  月  日 

（あて先） 地方独立行政法人 

京都市立病院機構 理事長 

住所 

 

商号（法人の場合は名称） 

 

氏名（法人の場合は代表者の職・氏名） 

 

 

下記の入札案件に係る指名競争入札に参加を申し込みます。 

 

                   記 

 

１ 入札案件 

 

京都市立病院に係る電力の供給 

 

２ 入札期日 

 

平成２７年１月３０日（金）午前１１時００分 

 

３ 担当者名 

 

 

 

４ 連絡先 

ＴＥＬ 

 

ＦＡＸ 

 

 

 


